
 

日   時 ： 平成１７年５月２７日（金） 

         午後３時から 

場   所 ： 都幾川村中央公民館３階講座室 

傍聴定員 ： ３０名 

※都合により日程・時間等変更になる場合があります。また、傍聴定員は原則３０名以内で

開催いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 なお、問い合わせについては都幾川村・玉川村合併協議会事務局へご連絡ください。 

第７回合併協議会について 

平成１７年３月２３日 都幾川村、玉川村の廃置分合（合併）申請を埼玉県知事に提出 

平成１７年７月 

埼玉県議会で廃置分合（合併）関連議案可決（予定） 

埼玉県知事が合併を決定（予定） 

埼玉県知事が総務大臣へ届出（予定） 

平成１７年８月 総務大臣による廃置分合（合併）の官報告示 

平成１８年２月１日 新町「ときがわ町」発足 

◆ 都幾川村・玉川村合併協議会 ◆ 

＜編集・発行＞ 都幾川村・玉川村合併協議会事務局 

〒３５５－０３９６ 比企郡都幾川村大字桃木３２番地 

TEL ０９０－８６４５－４３６１ 

   ０９０－４３７４－５１６５ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tokitama.jp 

都幾川村・玉川村 

合 併 協 議 会 だ よ り 

２００５．５

第８号 

廃置分合申請と今後の予定 

※上記は現在の時点での予定です。 

平成１７年５月２７日（金）、第７回都幾川村・玉川村合

併協議会が開催されます。 


